
制定 平成28年３月２日 大阪市条例第13号 

改正  令和５年２月27日  大阪市条例第３号 

大阪市行政不服審査法施行条例 

（趣旨） 

第１条 行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「法」という。）の施行については、

別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法の例によ

る。 

（審理手続を審理員が行わない審査請求） 

第３条 次に掲げる処分又は不作為に係る審査請求については、法第９条第１項ただし書の

規定により、同項本文の規定は適用しない。 

 (1) 大阪市公文書管理条例（平成18年大阪市条例第15号）第20条第１項に規定する利用決

定等又は同条例第16条第２項に規定する利用請求に係る不作為 

 (2) 大阪市情報公開条例（平成13年大阪市条例第３号）第11条第１項に規定する公開決定等

又は同条例第６条第１項に規定する公開請求に係る不作為 

 (3) 大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例（令和５年大阪市条例第５

号）第26条第５号アに規定する条例上の開示決定等、同条例第41条第１項に規定する条例

上の訂正決定等若しくは同条例第49条第１項に規定する条例上の利用停止決定等又は同条

例第24条第２項に規定する条例上の開示請求、同条例第37条第１項に規定する条例上の訂



正請求若しくは同条例第45条第１項に規定する条例上の利用停止請求に係る不作為 

 

（提出書類等の写しの交付に係る手数料の額等） 

第４条 法第38条第６項の規定により読み替えられた同条第４項の規定により納付しなけれ

ばならない手数料（以下この条において「交付手数料」という。）の額は、用紙１枚につ

き10円（カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円）とする。この場合に

おいて、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚として交付手数料

の額を算定する。 

２ 交付手数料は、審査庁が定める方法により前納しなければならない。 

３ 審理員（法第９条第３項に規定する場合にあっては、審査庁）は、法第38条第１項（法

第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による交付を受ける

審査請求人等（審査請求人又は参加人をいう。以下同じ。）が経済的困難により交付手数

料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め１件につき2,000円

を限度として、交付手数料を減額し、又は免除することができる。 

４ 既納の交付手数料は、還付しない。ただし、審査庁が特別の事由があると認めるときは

、その全部又は一部を還付することができる。 

５ 法第38条第１項（法第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定による閲覧に係る手数料は、無料とする。 

（大阪市行政不服審査会） 

第５条 法第81条第１項に規定する機関の名称は、大阪市行政不服審査会（以下「審査会」



という。）とする。 

（審査会の組織） 

第６条 審査会は、委員18人以内で組織する。 

（審査会の委員） 

第７条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

４ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をして

はならない。 

（審査会の会長） 

第８条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（審査会の部会） 

第９条 審査会は、その指名する委員３人以上をもって構成する部会に、法第81条第１項に

規定する事項を処理させることができる。 

２ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

３ 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

４ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 



（審査会の会議） 

第10条 審査会の会議は、会長が招集する。 

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

（審査会の部会の運営） 

第11条 前条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、同条中

「審査会」とあるのは「部会」と、同条第１項及び第３項中「会長」とあるのは「部会

長」と読み替えるものとする。 

２ 審査会は、前項において準用する前条第３項の規定により部会の議事が決されたときは

、当該決議をもって審査会の決議とすることができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

（交付の方法） 

第13条 法第81条第３項において準用する法第78条第１項の規定による交付は、次の各号の

いずれかの方法によってする。 

 (1) 対象主張書面等（交付に係る主張書面又は資料をいう。以下同じ。）の写しの交付に

あっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで

複写したものの交付 

 (2) 対象電磁的記録（交付に係る電磁的記録をいう。以下同じ。）に記録された事項を記



載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力

したものの交付  

（提出資料の写しの交付に係る手数料の額等） 

第14条 法第81条第３項において読み替えて準用する法第78条第４項の規定により納付しな

ければならない手数料（以下この条及び次条において「交付手数料」という。）の額は、

用紙１枚につき10円（カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円）とす

る。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚と

して交付手数料の額を算定する。 

２ 交付手数料は、市長が定める方法により前納しなければならない。 

３ 審査会は、法第81条第３項において準用する法第78条第１項の規定による交付を受ける

審査請求人等が経済的困難により交付手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項

の規定による交付の求め１件につき2,000円を限度として、交付手数料を減額し、又は免除

することができる。 

４ 既納の交付手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

５ 法第81条第３項において準用する法第78条第１項の規定による閲覧に係る手数料は、無

料とする。 

（送付による交付） 

第15条 法第81条第３項において準用する法第78条第１項の規定による交付を受ける審査請

求人等は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対



象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合に

おいて、当該送付に要する費用は、市長が定める方法により納付しなければならない。 

（罰則） 

第16条 第７条第３項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以

下の罰金に処する。 

（施行の細目） 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行後最初に委嘱される審査会の委員のうち市長が定める者の任期は、第７

条第２項本文の規定にかかわらず、３年とする。 

    附 則（平成31年２月25日条例第６号） 

   この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

   附 則（平成31年２月25日条例第６号） 

   この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にされた大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条

例（令和５年大阪市条例第５号）による改正前の大阪市個人情報保護条例（平成７年大阪

市条例第11号。以下「改正前の個人情報保護条例」という。）第17条第２項に規定する開



示請求、改正前の個人情報保護条例第28条第２項に規定する訂正請求若しくは改正前の個

人情報保護条例第36条第２項に規定する利用停止請求又は同日前にされた改正前の個人情

報保護条例第54条第１項に規定する指定管理者保有個人情報の開示、訂正（追加又は削除

を含む。）若しくは利用停止（改正前の個人情報保護条例第36条第２項に規定する利用停

止をいう。）の請求に係る決定又は不作為に係る審査請求については、この条例による改

正前の大阪市行政不服審査法施行条例第３条第３号の規定は、なおその効力を有する。こ

の場合において、同号中「大阪市個人情報保護条例」とあるのは「大阪市個人情報の保護

に関する法律の施行等に関する条例（令和５年大阪市条例第５号）による改正前の大阪市

個人情報保護条例」とする。 


